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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
教
育
基
本
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
政
治
的
活
動
」
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
は
、
学
校
の
政
治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
法
律

に
定
め
る
学
校
が
、
党
派
的
政
治
教
育
そ
の
他
政
治
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
項
中
「
政
治
的

活
動
」
と
は
、
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
る
行
為
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
特
定
の
政
党
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
行
為
に
限
ら
れ
な
い

も
の
と
解
す
る
。


